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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

令和元年度台風19号伴う災害の被災者に係る 

一部負担金の取扱いについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記令和元年度台風19号伴う災害の被災者に係る一部負担金の取扱いにつ

いて、地方職員共済組合長野県支部長より別添のとおり通知がありました。 

令和元年台風19号に伴う災害により被災した当共済組合(保険者番号32200115)の

組合員及び被扶養者の一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養

費及び家族訪問看護療養費に係る自己負担金について、徴収を猶予することとし、

別添通知のとおり取り扱うとのことです。 

 つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 また、本件につきましては、本会ホームページ(トップページ>台風 19 号災害情報)

にも掲載しております。 
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